
 

 

区分機類の配置調整について 
関連：中央交渉情報日本郵便第７８号（2017.11.2） 

 

 

 日本郵便信越支社郵便・物流オペレーション部は、本日（11 月 9 日）「区分機類の

配置調整」について地方本部に説明してきました。 

 

標記概要は、これまで長岡局に施行機として配備していた転送ラベル自動貼付機（１

台）を新潟局に移設し、年賀用区分機として有効活用するというものです。 

 

 

１ 移設期限 

支社資料では 2017 年 11 月 30 日までに実施となっていますが、11 月 18 日から

11 月 19 日頃の予定となっています。 

 

２ そ の 他 

移設後の転送ラベル自動貼付機はラベル貼付機能を使用せず、年賀用区分とし

て年賀郵便物の差立処理にのみ活用するとしています。 

 

 

 

【労使対応】 情報提供 
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